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○
経
済
産
業
告
示
第
二
百
十
二
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
バ
ル
ク
供
給
及
び
充
て
ん
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

岡
田

直
樹

バ
ル
ク
供
給
及
び
充
て
ん
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

バ
ル
ク
供
給
及
び
充
て
ん
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
二

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
バ
ル
ク
貯
槽
又
は
バ
ル
ク
容
器
の
機
器
の
検
査
）

（
バ
ル
ク
貯
槽
又
は
バ
ル
ク
容
器
の
機
器
の
検
査
）

第
一
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

第
一
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
六
条
第
二
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
バ
ル

う
。
）
第
十
六
条
第
二
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
バ
ル

ク
貯
槽
（
附
属
機
器
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

ク
貯
槽
（
附
属
機
器
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

同
じ
。
）
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

バ
ル
ク
貯
槽
の
検
査
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

二

バ
ル
ク
貯
槽
の
検
査
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

外
観
検
査

イ

外
観
検
査
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目
視
検
査
に
よ
り
、
バ
ル
ク
貯
槽
の
外
面
及

目
視
及
び
非
破
壊
検
査
に
よ
り
、
バ
ル
ク
貯

(1)

(1)

び
内
面
に
つ
い
て
腐
食
、
割
れ
、
傷
、
変
形
等

槽
の
外
面
に
つ
い
て
腐
食
、
割
れ
、
傷
、
変
形

の
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ

等
の
欠
陥
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た

し
、
内
面
に
つ
い
て
は
、
検
査
に
合
格
し
た
バ

だ
し
、
バ
ル
ク
貯
槽
の
う
ち
そ
の
内
部
に
お
い

ル
ク
貯
槽
で
あ
っ
て
、
当
該
検
査
の
日
以
降
気

て
作
業
が
可
能
な
も
の
の
場
合
に
は
、
非
破
壊

密
性
を
保
持
し
、
か
つ
、
経
過
年
数
が
三
十
五

検
査
に
よ
る
確
認
は
、
外
面
に
代
え
、
内
面
に

年
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

い
。非

破
壊
検
査
に
よ
り
、
バ
ル
ク
貯
槽
の
外
面

［
新
設
］

(2)
又
は
内
面
に
つ
い
て
割
れ
、
傷
等
の
欠
陥
が
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
非
破
壊

検
査
に
よ
る
確
認
を
経
て
検
査
に
合
格
し
た
バ

ル
ク
貯
槽
で
あ
っ
て
、
当
該
検
査
の
日
か
ら
起
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算
し
て
十
五
年
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
経
過
年

数
が
三
十
五
年
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
(1)

の
目
視
検
査
を
行
い
そ
の
外
面
に
つ
い
て
欠
陥

が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

バ
ル
ク
貯
槽
の
鋼
板
の
厚
さ
を
測
定
し
、
最

バ
ル
ク
貯
槽
の
鋼
板
の
厚
さ
を
測
定
し
、
最

(3)

(2)

小
厚
さ
以
上
の
厚
さ
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確

小
厚
さ
以
上
の
厚
さ
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。

認
す
る
こ
と
。

ロ

耐
圧
試
験

常
用
の
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
（

ロ

耐
圧
試
験

常
用
の
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
（

特
定
設
備
検
査
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業

特
定
設
備
検
査
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業

省
令
第
四
号
）
第
二
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
第

省
令
第
四
号
）
第
二
条
第
十
七
号
に
規
定
す
る
第

二
種
特
定
設
備
（
以
下
単
に
「
第
二
種
特
定
設
備

二
種
特
定
設
備
（
以
下
単
に
「
第
二
種
特
定
設
備

」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
常
用
の
圧
力
の
一

」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
常
用
の
圧
力
の
一
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・
三
倍
以
上
）
の
圧
力
で
水
そ
の
他
の
安
全
な
液

・
三
倍
以
上
）
の
圧
力
で
水
そ
の
他
の
安
全
な
液

体
を
使
用
し
て
行
い
、
膨
ら
み
、
伸
び
、
漏
え
い

体
を
使
用
し
て
行
い
、
膨
ら
み
、
伸
び
、
漏
え
い

等
の
異
状
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
（
イ

等
の
異
状
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
（
イ

の
非
破
壊
検
査
を
行
い
欠
陥
が
な
い
こ
と
が
確

の
非
破
壊
検
査
を
行
い
欠
陥
が
な
い
こ
と
が
確

(2)

(1)

認
さ
れ
た
場
合
又
は
イ

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

認
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

(2)

り
非
破
壊
検
査
に
よ
る
確
認
を
要
し
な
い
場
合
を

除
く
。
）

ハ

気
密
試
験

常
用
の
圧
力
以
上
の
圧
力
で
空
気

ハ

気
密
試
験

常
用
の
圧
力
以
上
の
圧
力
で
空
気

そ
の
他
の
危
険
性
の
な
い
気
体
を
使
用
し
て
行
い

そ
の
他
の
危
険
性
の
な
い
気
体
を
使
用
し
て
行
い

、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ

、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

し
、
検
査
に
合
格
し
た
バ
ル
ク
貯
槽
で
あ
っ
て
、

当
該
検
査
の
日
以
降
気
密
性
を
保
持
し
、
か
つ
、

経
過
年
数
が
三
十
五
年
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
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、
当
該
バ
ル
ク
貯
槽
内
に
液
状
の
液
化
石
油
ガ
ス

が
あ
る
使
用
状
態
に
お
い
て
当
該
バ
ル
ク
貯
槽
に

作
用
す
る
圧
力
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

［
略
］

三

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
構
造
壁
等
の
設
置
等
）

（
構
造
壁
等
の
設
置
等
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
略
］

２

液
化
石
油
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
消
費
設
備
が
設
置

２

液
化
石
油
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
消
費
設
備
が
設
置

さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
が
日
本
産
業
規
格
Ａ
一
三

さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
一
三

〇
四
（
二
〇
一
七
）
に
規
定
さ
れ
る
三
〇
分
加
熱
試
験

〇
四
（
一
九
九
四
）
に
規
定
さ
れ
る
三
〇
分
加
熱
試
験

に
合
格
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
場
合

に
合
格
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
壁
を
構
造
壁
等
と
み
な
す
こ
と

に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
壁
を
構
造
壁
等
と
み
な
す
こ
と
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が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

３

［
略
］

３

［
略
］

（
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
の
設
置
等
）

（
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
の
設
置
等
）

第
九
条

規
則
第
十
九
条
第
三
号
ハ

の
プ
ロ
テ
ク
タ
ー

第
九
条

規
則
第
十
九
条
第
三
号
ハ

の
プ
ロ
テ
ク
タ
ー

(8)

(8)

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な
け
れ

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一

地
盤
面
上
に
設
置
す
る
バ
ル
ク
貯
槽
の
プ
ロ
テ
ク

一

地
盤
面
上
に
設
置
す
る
バ
ル
ク
貯
槽
の
プ
ロ
テ
ク

タ
ー
は
、
厚
さ
一
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
日
本

タ
ー
は
、
厚
さ
一
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
日
本

産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
二
〇
二
二
）
Ｓ
Ｓ
４
０
０

工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
九
九
五
）
Ｓ
Ｓ
４
０
０

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
材
料
を
用

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
材
料
を
用

い
た
構
造
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ふ
た
、
安
全
弁
の
放

い
た
構
造
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ふ
た
、
安
全
弁
の
放

出
管
、
ガ
ス
取
出
配
管
、
液
取
出
配
管
、
ガ
ス
検
知

出
管
、
ガ
ス
取
出
配
管
、
液
取
出
配
管
、
ガ
ス
検
知



- 8 -

器
に
係
る
電
気
ケ
ー
ブ
ル
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
開

器
に
係
る
電
気
ケ
ー
ブ
ル
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
開

口
部
以
外
に
は
、
開
口
部
を
設
け
な
い
こ
と
。

口
部
以
外
に
は
、
開
口
部
を
設
け
な
い
こ
と
。

二

地
盤
面
下
に
埋
設
す
る
バ
ル
ク
貯
槽
の
プ
ロ
テ
ク

二

地
盤
面
下
に
埋
設
す
る
バ
ル
ク
貯
槽
の
プ
ロ
テ
ク

タ
ー
は
、
厚
さ
四
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
日
本

タ
ー
は
、
厚
さ
四
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
日
本

産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
二
〇
二
二
）
Ｓ
Ｓ
４
０
０

工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
九
九
五
）
Ｓ
Ｓ
４
０
０

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
材
料
を
用

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
材
料
を
用

い
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

い
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
腐
し
ょ
く
を
防
止
す
る
措
置
等
）

（
腐
し
ょ
く
を
防
止
す
る
措
置
等
）

第
十
条

［
略
］

第
十
条

［
略
］

一

地
盤
面
上
に
設
置
し
た
バ
ル
ク
貯
槽

一

地
盤
面
上
に
設
置
し
た
バ
ル
ク
貯
槽

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

イ
の
下
地
処
理
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
次
に

ロ

イ
の
下
地
処
理
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
次
に
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定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
塗
装
を
行
う
こ
と
。
こ
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
塗
装
を
行
う
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
塗
料
の
種
類
は
、

又
は

の

場
合
に
お
い
て
、
塗
料
の
種
類
は
、
日
本
工
業
規

(1)

(2)

表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
塗
装
の
種
類
の
区
分
に
対

格
Ｋ
五
四
〇
〇
（
一
九
九
〇
）
に
規
定
さ
れ
る
試

応
す
る
こ
れ
ら
の
表
の
第
二
欄
に
定
め
る
塗
料
の

験
に
よ
り
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら

種
類
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

れ
る
塗
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
塗
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
然
乾
燥
を
行
う
場
合

自
然
乾
燥
を
行
う
場
合

(1)

(1)

塗
装
の

塗
料
の

一
平
方

膜
厚
（

塗
装
回

塗
装
の

塗
料
の

一
平
方

膜
厚
（

塗
装
回

種
類

種
類

メ
ー
ト

単
位

数

種
類

種
類

メ
ー
ト

単
位

数

ル
当
た

マ
イ
ク

ル
当
た

マ
イ
ク

り
の
標

ロ
メ
ー

り
の
標

ロ
メ
ー

準
塗
布

ト
ル
）

準
塗
布

ト
ル
）
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量
（
単

量
（
単

位

グ

位

グ

ラ
ム
）

ラ
ム
）

錆
止
め

日
本
産

一
回
当

一
回
当

二
回
以

錆
止
め

日
本
工

一
回
当

一
回
当

二
回
以

塗
装

業
規
格

た
り
百

た
り
二

上

塗
装

業
規
格

た
り
百

た
り
二

上

Ｋ
五
六

三
十
以

十
以
上

Ｋ
五
六

三
十
以

十
以
上

七
四
（

上

二
七
（

上

二
〇
二

一
九
九

一
）
鉛

五
）
ジ

・
ク
ロ

ン
ク
ク

ム
フ
リ

ロ
メ
ー

ー
さ
び

ト
錆
止
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止
め
ペ

め
ペ
イ

イ
ン
ト

ン
ト
二

種
又
は

日
本
工

業
規
格

Ｋ
五
六

二
八
（

一
九
九

五
）
鉛

丹
ジ
ン

ク
ク
ロ

メ
ー
ト

錆
止
め
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ペ
イ
ン

ト
二
種

上
塗
り

日
本
産

一
回
当

一
回
当

二
回
以

上
塗
り

日
本
工

一
回
当

一
回
当

二
回
以

塗
装

業
規
格

た
り
百

た
り
十

上

塗
装

業
規
格

た
り
百

た
り
十

上

Ｋ
五
五

三
十
以

五
以
上

Ｋ
五
五

三
十
以

五
以
上

七
二
（

上

七
二
（

上

二
〇
一

一
九
九

〇
）
フ

五
）
フ

タ
ル
酸

タ
ル
酸

樹
脂
エ

樹
脂
エ

ナ
メ
ル

ナ
メ
ル
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焼
き
付
け
乾
燥
を
行
う
場
合

焼
き
付
け
乾
燥
を
行
う
場
合

(2)

(2)

塗
装
の

塗
料
の

一
平
方

膜
厚
（

塗
装
回

塗
装
の

塗
料
の

一
平
方

膜
厚
（

塗
装
回

種
類

種
類

メ
ー
ト

単
位

数

種
類

種
類

メ
ー
ト

単
位

数

ル
当
た

マ
イ
ク

ル
当
た

マ
イ
ク

り
の
標

ロ
メ
ー

り
の
標

ロ
メ
ー

準
塗
布

ト
ル
）

準
塗
布

ト
ル
）

量
（
単

量
（
単

位

グ

位

グ

ラ
ム
）

ラ
ム
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］
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上
塗
り

日
本
産

一
回
当

一
回
当

一
回
以

上
塗
り

日
本
工

一
回
当

一
回
当

一
回
以

塗
装

業
規
格

た
り
百

た
り
十

上

塗
装

業
規
格

た
り
百

た
り
十

上

Ｋ
五
六

三
十
以

五
以
上

Ｋ
五
六

三
十
以

五
以
上

五
一
（

上

五
一
（

上

二
〇
二

一
九
九

一
）
ア

二
）
ア

ミ
ノ
ア

ミ
ノ
ア

ル
キ
ド

ル
キ
ド

樹
脂
塗

樹
脂
塗

料

料

［
略
］

［
略
］

(注)

(注)

二

［
略
］

二

［
略
］
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三

地
盤
面
下
に
埋
設
し
た
貯
蔵
能
力
三
千
キ
ロ
グ
ラ

三

地
盤
面
下
に
埋
設
し
た
貯
蔵
能
力
三
千
キ
ロ
グ
ラ

ム
未
満
の
バ
ル
ク
貯
槽

ム
未
満
の
バ
ル
ク
貯
槽

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

バ
ル
ク
貯
槽
及
び
バ
ル
ク
貯
槽
に
溶
接
で
取
り

ロ

バ
ル
ク
貯
槽
及
び
バ
ル
ク
貯
槽
に
溶
接
で
取
り

付
け
ら
れ
て
い
る
付
属
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
面

付
け
ら
れ
て
い
る
付
属
品
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
面

が
砂
又
は
埋
土
等
と
接
触
す
る
部
分
に
は
、
イ
に

が
砂
又
は
埋
土
等
と
接
触
す
る
部
分
に
は
、
イ
に

定
め
る
下
地
処
理
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
次
に

定
め
る
下
地
処
理
を
行
っ
た
後
、
速
や
か
に
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
塗
装
を
行
う
こ
と
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
塗
装
を
行
う
こ
と
。

錆
止
め
塗
装
の
塗
料
の
種
類
は
、
日
本
産
業

錆
止
め
塗
装
の
塗
料
の
種
類
は
、
日
本
工
業

(1)

(1)

規
格
Ｋ
五
五
五
三
（
二
〇
一
〇
）
厚
膜
型
ジ
ン

規
格
Ｋ
五
五
五
三
（
一
九
九
一
）
厚
膜
型
ジ
ン

ク
リ
ッ
チ
ペ
イ
ン
ト
二
種
又
は
こ
れ
と
同
等
以

ク
リ
ッ
チ
ペ
イ
ン
ト
二
種
又
は
日
本
工
業
規
格

上
の
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
塗
料
を
使

Ｋ
五
四
〇
〇
（
一
九
九
〇
）
に
規
定
さ
れ
る
試

用
し
、
膜
厚
は
五
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

験
に
よ
り
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
と
認
め
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と
す
る
こ
と
。

ら
れ
る
塗
料
を
使
用
し
、
膜
厚
は
五
〇
マ
イ
ク

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

［
略
］

［
略
］

(2)

(2)

下
塗
り
塗
装
の
塗
料
の
種
類
は
、
日
本
産
業

上
塗
り
塗
装
の
塗
料
の
種
類
は
、
日
本
工
業

(3)

(3)

規
格
Ｋ
五
五
五
一
（
二
〇
一
八
）
構
造
用
さ
び

規
格
Ｋ
五
五
五
一
（
一
九
九
一
）
エ
ポ
キ
シ
樹

止
め
ペ
イ
ン
ト
Ｂ
種
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

脂
塗
料
二
種
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
五
四
〇
〇

性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
塗
料
を
使
用
し

（
一
九
九
〇
）
に
規
定
さ
れ
る
試
験
に
よ
り
同

、
膜
厚
は
三
百
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
塗
料

る
こ
と
。

を
使
用
し
、
膜
厚
は
三
百
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
。

下
塗
り
塗
装
完
了
後
二
十
四
時
間
以
上
経
過

上
塗
り
塗
装
完
了
後
二
十
四
時
間
以
上
経
過

(4)

(4)

し
て
か
ら
、
電
磁
式
二
点
調
整
型
電
磁
微
厚
計

し
て
か
ら
、
電
磁
式
二
点
調
整
型
電
磁
微
厚
計

に
よ
り
塗
膜
の
厚
さ
を
測
定
し
、
膜
厚
が
三
百

に
よ
り
塗
膜
の
厚
さ
を
測
定
し
、
膜
厚
が
三
百
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五
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
こ
と
を
確

五
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。

認
す
る
こ
と
。

ハ

地
盤
面
下
に
埋
設
す
る
バ
ル
ク
貯
槽
で
あ
っ
て

ハ

地
盤
面
下
に
埋
設
す
る
バ
ル
ク
貯
槽
で
あ
っ
て

、
貯
槽
室
に
設
置
し
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次

、
貯
槽
室
に
設
置
し
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
電
気
防
し
ょ
く
措
置
を

に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
電
気
防
し
ょ
く
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

陽
極
材
に
日
本
産
業
規
格
Ｈ
六
一
二
五
（
一

陽
極
材
に
日
本
工
業
規
格
Ｈ
六
一
二
五
（
一

(1)

(1)

九
九
五
）
防
食
用
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
陽
極
二
種
を

九
九
五
）
防
食
用
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
陽
極
二
種
を

使
用
す
る
流
電
陽
極
法
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場

使
用
す
る
流
電
陽
極
法
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
は
、
発
生
電
流

合
に
お
い
て
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
は
、
発
生
電
流

を
流
出
し
や
す
く
す
る
た
め
バ
ッ
ク
フ
ィ
ル
内

を
流
出
し
や
す
く
す
る
た
め
バ
ッ
ク
フ
ィ
ル
内

に
納
め
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

に
納
め
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

［
略
］

［
略
］

(2)

(2)
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ニ
～
ヘ

［
略
］

ニ
～
ヘ

［
略
］

（
液
面
計
の
設
置
等
）

（
液
面
計
の
設
置
等
）

第
二
十
三
条

規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
第
十
三
号
の
液

第
二
十
三
条

規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
第
十
三
号
の
液

面
計
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な

面
計
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

液
面
計
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｄ
一
六
〇
一
（
一
九

三

液
面
計
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｄ
一
六
〇
一
（
一
九

九
五
）
自
動
車
部
品
振
動
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で

九
〇
）
自
動
車
部
品
振
動
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
圧
力
計
の
設
置
等
）

（
圧
力
計
の
設
置
等
）

第
二
十
五
条

規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
第
十
五
号
の
圧

第
二
十
五
条

規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
第
十
五
号
の
圧
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力
計
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な

力
計
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

圧
力
計
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
―
一
（

二

圧
力
計
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
（
一
九

二
〇
一
七
）
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
―
第
一
部
：
ブ

九
四
）
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

ル
ド
ン
管
圧
力
計
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を

の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
測
定
範
囲

有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
測
定
範
囲
が
当
該
区

が
当
該
区
分
の
常
用
の
圧
力
を
適
切
に
測
定
で
き
る

分
の
常
用
の
圧
力
を
適
切
に
測
定
で
き
る
も
の
で
あ

も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

（
ガ
ス
漏
れ
検
知
設
備
の
設
置
等
）

（
ガ
ス
漏
れ
検
知
設
備
の
設
置
等
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
略
］

一

次
に
掲
げ
る
機
能
及
び
構
造
を
有
す
る
こ
と
。

一

次
に
掲
げ
る
機
能
及
び
構
造
を
有
す
る
こ
と
。
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イ
～
ヲ

［
略
］

イ
～
ヲ

［
略
］

ワ

日
本
産
業
規
格
Ｄ
一
六
〇
一
（
一
九
九
五
）
自

ワ

日
本
工
業
規
格
Ｄ
一
六
〇
一
（
一
九
九
〇
）
自

動
車
部
品
振
動
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ

動
車
部
品
振
動
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

二

［
略
］

二

［
略
］

（
衝
撃
を
検
知
す
る
機
器
の
設
置
等
）

（
衝
撃
を
検
知
す
る
機
器
の
設
置
等
）

第
二
十
九
条

規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
第
十
八
号
ロ
の

第
二
十
九
条

規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
第
十
八
号
ロ
の

機
器
は
、
感
震
器
又
は
振
動
検
知
器
と
し
、
次
の
各
号

機
器
は
、
感
震
器
又
は
振
動
検
知
器
と
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

五

感
震
器
又
は
振
動
検
知
器
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｄ

五

感
震
器
又
は
振
動
検
知
器
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｄ
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一
六
〇
一
（
一
九
九
五
）
自
動
車
部
品
振
動
試
験
に

一
六
〇
一
（
一
九
九
〇
）
自
動
車
部
品
振
動
試
験
に

合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


